
▽展示「自殺対策強化月間」
３月１日㈰～３月31日㈫
市立図書館１階ロビー
自殺対策基本法では、例年、月別自殺者数の最も
多い３月を「自殺対策強化月間」と定めています。
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現
に向け、関連資料の展示・貸出を行います。

▽だっこでいっしょおはなし会
３月14日㈯　10：30～11：00　市立図書館２階
対象：０～３歳くらいまでの乳幼児

▽「五所川原おはなしぽぽんた」の
　おはなし会
３月21日㈯　13：30～14：30
市立図書館２階
対象：どなたでも
３月のテーマ：「長谷川義史」

▽今月の一冊図書館
℡ 34－4334

　延べ面積150㎡以上の飲食店等に消火器具の設置が
義務付けられていましたが、消防法の改正により2019
年10月１日から、延べ面積150㎡未満の飲食店等のう
ち、火を使用する設備または器具（防火上有効な措置
が講じらたものを除く）を設けた飲食店等に対しても
消火器具の設置が義務付けられました。
＊「IH調理器」や「電気こんろ」等の電気を熱源と
する設備または器具は、消火器具の設置義務対象外
となります。

防火上有効な措置とは…防火上有効な措置とは、調理
油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置
等の装置を設けるものをいいます。

▽調理油過熱防止装置　鍋等の温度の過度な上昇を感

知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

▽自動消火装置　火を使用する設備または器具等の火
災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す
装置

▽圧力感知安全装置　過熱等によるカセットボンベ内
の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベか
らカセットこんろ本体へのガスの供給を停止するこ
とにより、火を消す装置
＊鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガ
スの供給を停止してガス漏れを防止する「立ち消え
防止安全装置」は、防火上有効な措置に該当しませ
ん。

問…五所川原消防署　予防係　℡35−2019
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和式トイレの使い方や給食
の食べ方、教室の掃除のや
り方など、１年生になる前
に知っておくと役に立つこ
とを絵で紹介します。

市立図書館　℡34－4334
開館時間　9：30～18：00（土日祝は17：00まで）
伊藤忠吉記念図書館　℡53－3049
開館時間　9：30～17：00
市浦分館　℡35－2111　内線4043
開館時間　9：30～17：00

纏（まとい）を振り無火災を祈願する消防団員

　油漏れ事故は、発生から発見（通報）までの時間が、
早ければ早いほど被害の拡大を抑えることができます。
　雪解けの時期を迎えた用水路は、ますます流れが速
くなっていますので、誤って自宅敷地外に流出してし
まったときは、直ちに通報してください。
　また、ホームタンクからの流出を防ぐ為に防油堤を
設けるか、真下に大きめのタライを置くことをお勧め
します。
　特に、次の方は、油漏れ事故の危険性がありますの
で、ホームタンク周辺のこまめな点検を心がけてくだ
さい。

▽ホームタンクに、屋根雪が落下している／油送管の
上に、雪が積もっている／ホームタンクからポリタ
ンクや灯油タンクに小分けしている／ホームタンク
や油送管が錆びている／ホームタンクがしっかり固
定されていない／ホームタンクや油送管の周りに積
もった雪が、茶色に変色している／灯油の減り具合
が、早い気がする。

通報先…五所川原消防署　℡35−2109

　金木消防署　℡53−2322　市浦消防署　℡62−2119
　環境対策課　内線2365

　１月19日、午前11時から中央一丁目「神明宮」にお
いて消防団幹部による無火災祈願祭が執り行われまし
た。拝殿前では、宮司より無火災を祈願した纏を受け
取り、纏組による勇壮な纏振りが奉納されました。
　五所川原市消防団では消防団員を募集しています。
問…五所川原消防本部　警防課		
　　℡35−2023　℻34−3999　

市民の安全・安心を担う
「無火災祈願祭」挙行

油漏れ事故防止について

飲食店等の消火器具設置基準が改正されました

22 広報ごしょがわら　３月号


